
 
  

【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成19年12月21日

【中間会計期間】 第75期中(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)

【会社名】 名鉄運輸株式会社

【英訳名】 Meitetsu Transport Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長  坂 井 昌 治

【本店の所在の場所】 名古屋市東区葵二丁目12番８号

【電話番号】 (052)935-5721(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長  河 原 英 穂

【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区葵二丁目12番８号

【電話番号】 (052)935-5721(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長  河 原 英 穂

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所

 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)



第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 潜在株式調整後の１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載していない。 

なお、第74期中間連結会計期間及び第75期中間連結会計期間については、１株当たり中間純損失を計上して

いるため記載していない。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号）を適用している。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第73期中 第74期中 第75期中 第73期 第74期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 45,902 45,708 46,164 92,915 93,562

経常利益 (百万円) 558 45 264 1,397 1,070

中間(当期)純利益又は
中間純損失(△)

(百万円) 296 △73 △140 604 514

純資産額 (百万円) 11,863 11,641 11,627 12,692 12,056

総資産額 (百万円) 69,895 69,725 78,613 71,755 80,408

１株当たり純資産額 (円) 486.91 476.51 477.73 521.06 493.57

１株当たり中間 
(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(円) 12.17 △3.03 △5.76 24.82 21.15

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 16.97 16.64 14.79 17.69 14.94

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 762 1,618 1,040 2,559 3,763

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △354 △449 △231 △2,759 △11,984

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,088 △997 △812 △959 8,148

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 1,138 726 263 657 481

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(名)
5,467
[2,973]

5,608
[2,990]

5,608
[2,909]

5,497
[2,904]

5,643
[ 2,947]



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれていない。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純損益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略している。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号）を適用している。 

  

回次 第73期中 第74期中 第75期中 第73期 第74期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

営業収益 (百万円) 34,027 32,360 31,932 68,982  65,090

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) 48 35 △ 44 609  580

中間(当期)純利益又は
中間純損失(△)

(百万円) 74 28 △ 204 341  328

資本金 (百万円) 2,065 2,065 2,065 2,065  2,065

発行済株式総数 (千株) 24,402 24,402 24,402 24,402  24,402

純資産額 (百万円) 8,567 8,303 7,928 9,206  8,383

総資産額 (百万円) 51,125 51,681 60,677 53,162  61,496

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 2.50 2.50

自己資本比率 (％) 16.76 16.07 13.07 17.32 13.63

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(名)
2,516
[2,005]

2,462
[1,927]

2,382
[1,959]

2,451
[1,924]

2,405
[1,941]



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む貨物運送事業を主力とす

る総合物流事業の内容について、重要な変更はない。 

また、主要な関係会社の異動については、３ 関係会社の状況 に記載している。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、持分法適用関連会社であった株式会社名鉄グランドホテルは保有株式を

すべて売却したため、持分法の適用範囲から除外している。 

なお、平成19年10月1日をもって、当社北海道地区事業および九州地区事業を会社分割し、北海道地区

事業は新設会社の北海道名鉄運輸株式会社に、また九州地区事業は当社の100％子会社である九州名鉄カ

ーゴサービス株式会社に承継し、九州名鉄カーゴサービス株式会社は九州名鉄運輸株式会社に商号変更を

実施している。 

詳細については、「第５ 経理の状況 ２ 中間財務諸表等 (1) 中間財務諸表 注記事項（重要な後発事

象）」に記載している。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であり、[ ]内は外書で臨時従業員の当中間連結会計期間における平均雇用人員である。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であり、[ ]内は外書

で臨時従業員の当中間会計期間における平均雇用人員である。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特記すべき事項はない。 

  

事業部門の名称 従業員数(名)

総合物流事業

貨物自動車運送部門 4,963 [ 2,626]

航空利用運送部門 426 [  135]

流通部門 122 [  129]

全社(共通) 97 [ 19]

合計 5,608 [ 2,909]

従業員数(名) 2,382 [ 1,959]



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善を背景とした設備投資の拡大に支えら

れ、概ね順調に推移した。 

物流業界においては、国内貨物輸送量の逓減傾向と激しい企業間競争の続くなか、原油価格の高止ま

りによる燃料費の増加に環境・安全規制対策などのコストアップ要因が加わり、引き続き厳しい状況で

あった。 

このような状況のもと、当社グループは平成17年度を初年度とする中期経営計画の最終年度を迎え、

その目標とする「恒常的に利益の確保できる企業体質への改善」に向け総力を挙げた取り組みを実施し

た。そのため、当中間期の営業方針として、路線収入確保、貸切（区域）事業の拡大、流通事業の再構

築、ロジスティクス部門の強化の４点を掲げ、グループ各社が夫々の強みを活かした営業を展開すると

ともに、長距離路線や積載効率の悪い運行便の見直し、委託便の各社での自社取り込み等を積極的に進

め、収益性の向上を図った。 

その結果、当中間連結会計期間における連結売上高は、前中間連結会計期間に比べ1.0％増の46,164

百万円となり、また費用面では、燃料費等が増加したが、諸費用の削減に努め、営業利益は421百万円

（同比231.8％増）、経常利益は264百万円（同比478.9％増）となった。しかし中間純利益について

は、当中間連結会計期間より役員退職慰労引当金を計上したことなどにより、140百万円の中間純損失

（前中間連結会計期間 中間純損失73百万円）を計上する結果となった。 

  

① 部門別売上高 
  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  

② 輸送能力 
  

 
(注) 「車両台数」欄の( )内は内書でリース契約による台数である。 

  

部門別 金額(千円) 構成比(％) 前年同期比(％)

総合物流事業

貨物自動車運送部門 40,051  86.7  100.6 

航空利用運送部門 4,505  9.8  106.8 

流通部門 1,607  3.5  95.0 

合計 46,164  100.0  101.0 

区分 車両台数(台) 積載トン数(トン) 前年同期比(％)

貨物自動車

大型車
(   642)
1,346

14,671  105.2 

普通車
(   706)
3,975

13,913  97.4 

合計
( 1,348)
5,321

28,584  101.3 



(2) キャッシュ・フローの状況 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、減価償却費1,084百万円（前中間連結会計期間比86百万

円増）、支払利息313百万円（同比65百万円増）などの収入，退職給付引当金の減少額236百万円（同比

316百万円減）、利息の支払額303百万円（同比65百万円増）、法人税等の支払額223百万円（同比243百

万円減）などの支出により、前中間連結会計期間に比べ578百万円減少し、1,040百万円の収入超過とな

った。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、投資有価証券の売却149百万円（同比128百万円減）によ

る収入、車両運搬具などの有形固定資産の取得655百万円（同比101百万円減）などの支出により、前中

間連結会計期間に比べ218百万円増加し、231百万円の支出超過となった。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入れによる収入3,037百万円（同比370百万円増）

などによる収入、長期借入金の返済支出2,240百万円（同比1,356百万円減）、社債の償還による支出

1,555百万円（同比1,500百万円増）などの支出により、前中間連結会計期間に比べ185百万円増加し、

812百万円の支出超過となった。 

これらの結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度に比べ218百万円減少し、263

百万円となった。 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループは、貨物運送事業を主力とする総合物流事業を展開しており、「１ 業績等の概要」に

「部門別売上高」及び「輸送能力」を記載している。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が対処すべき課題について、

重要な変更はない。また、新たに発生した事項もない。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

平成19年4月14日開催の当社取締役会において、当社北海道地区事業を分割する分割計画および九州

地区事業を分割する分割契約にもとづき、平成19年10月1日をもって、当社北海道地区事業および九州

地区事業を会社分割し、北海道地区事業は新設会社の北海道名鉄運輸株式会社に、また九州地区事業は

当社の100％子会社である九州名鉄カーゴサービス株式会社に承継した。併せて、九州名鉄カーゴサー

ビス株式会社は九州名鉄運輸株式会社に商号変更を実施している。 

当該分割の詳細につきましては、「第５ 経理の状況 ２中間財務諸表等 （1）中間財務諸表 注

記事項（重要な後発事象）」記載している。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はない。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当社は平成19年10月１日付けで、北海道地区事業は新設会社の北海道名鉄運輸株式会社に、また九州地

区事業は当社の100％子会社である九州名鉄運輸株式会社に承継した。 

これに伴い、提出会社の設備のうち、北海道地区事業に係る設備は北海道名鉄運輸株式会社が承継し、

九州地区事業に係る設備は九州名鉄運輸株式会社が承継した。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備計画の変更 

当中間連結会計期間において、重要な設備計画の変更はない。 

  

（２）重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画及び実施中であった重要な設備の新設のうち、当中間連結会計期間中に取得し

たものは次のとおりである。 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

（３）重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等はない。 

  

（４）重要な設備の除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等はない。 

  

  

内   容 金   額 購入年月日 摘   要

名鉄運輸㈱ 車両の購入 529百万円
自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日

大型40台 普通76台 

その他36台

西肥名鉄運輸㈱他 車両の購入 435百万円
自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日

大型60台 普通62台 

その他10台

北陸名鉄運輸㈱  

ホーム・事務棟増築工事
131百万円 平成19年９月30日



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

 該当事項はない。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

 該当事項はない。 

  

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 79,200,000

計 79,200,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 24,402,991 24,402,991
名古屋証券取引所
(市場第二部)

―

計 24,402,991 24,402,991 ― ―



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
（注） 名鉄運輸協力会は、当社取引先による持株会である。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式344株が含まれている。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

― 24,402 ― 2,065 ― 1,534

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

名古屋鉄道株式会社 名古屋市中村区名駅一丁目2番4号 12,315 50.46

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社(信託口）

東京都中央区晴海一丁目8番11号 1,006 4.12

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 965 3.95

名鉄運輸従業員持株会 名古屋市東区葵二丁目12番8号 892 3.65

名鉄運輸協力会 名古屋市東区葵二丁目12番8号 702 2.87

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 530 2.17

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 528 2.16

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 405 1.66

鈴与株式会社 静岡県静岡市清水区入船11番1号 400 1.64

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番2号 380 1.55

計 ― 18,124 74.27

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式  65,000
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 24,136,000 24,136 ―

単元未満株式 普通株式    201,991 ― ―

発行済株式総数    24,402,991 ― ―

総株主の議決権 ― 24,136 ―



② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものである。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  

  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
名鉄運輸株式会社

名古屋市東区葵二丁目 
12番８号

65,000 ─ 65,000 0.27

計 ― 65,000 ─ 65,000 0.27

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 210 221 217 222 205 200

最低(円) 204 207 207 205 185 185



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19

年９月30日まで）は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並び

に中間財務諸表について、あずさ監査法人の中間監査を受けている。 

  

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 791
260
 

533

 ２ 受取手形及び 
   営業未収金

※４ 14,361
14,030

 
14,903

 ３ 有価証券 2
2
 

2

 ４ たな卸資産 218 195 234

 ５ その他 2,107 1,572 1,716

 ６ 貸倒引当金 △ 29 △ 41 △ 113

   流動資産合計 17,452 25.0 16,021 20.4 17,277 21.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※２

  (1) 建物及び構築物 15,199 15,160 15,424

  (2) 機械装置 
    及び運搬具

3,852 4,219 3,924

  (3) 土地 24,300 34,889 34,965

  (4) その他 242 407 463

   有形固定資産合計 43,595 62.5 54,677 69.5 54,777 68.1

 ２ 無形固定資産 467 0.7 478 0.6 484 0.6

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 4,666 4,002 4,277

  (2) その他 3,729 3,722 3,773

  (3) 貸倒引当金 △ 184 △ 288 △ 182

   投資その他の資産 
   合計

8,210 11.8 7,437 9.5 7,868 9.8

   固定資産合計 52,273 75.0 62,592 79.6 63,130 78.5

   資産合計 69,725 100.0 78,613 100.0 80,408 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び 
   営業未払金

※４ 9,259 9,696 10,010

 ２ 短期借入金 ※２ 10,295 8,775 9,133

 ３ １年内返済予定 
   長期借入金

※２ 4,210 5,037 4,436

 ４ １年内償還予定 
   社債

1,610 2,310 3,610

 ５ 未払法人税等 298 181 308

 ６ 賞与引当金 146 270 133

 ７ その他 4,579 4,848 4,652

   流動負債合計 30,400 43.6 31,119 39.6 32,283 40.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 2,510 145 455

 ２ 長期借入金 ※２ 16,809 27,603 27,249

 ３ 退職給付引当金 5,055 4,741 4,962

 ４ 役員退職慰労引当金 ─ 108 ─

 ５ 再評価に係る 
   繰延税金負債

2,200 2,183 2,183

 ６ 負ののれん 9 29 7

 ７ その他 1,097 1,054 1,210

   固定負債合計 27,682 39.7 35,866 45.6 36,067 44.9

   負債合計 58,083 83.3 66,986 85.2 68,351 85.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,065 3.0 2,065 2.6 2,065 2.6

 ２ 資本剰余金 1,534 2.2 1,534 2.0 1,534 1.9

 ３ 利益剰余金 5,966 8.5 6,383 8.1 6,580 8.1

 ４ 自己株式 △ 11 △0.0 △ 15 △0.0 △ 13 △0.0

   株主資本合計 9,555 13.7 9,969 12.7 10,167 12.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

1,588 2.3 1,221 1.6 1,411 1.8

 ２ 繰延ヘッジ損益 1 0.0 3 0.0 3 0.0

 ３ 土地再評価差額金 457 0.6 432 0.5 432 0.5

   評価・換算差額等 
   合計

2,048 2.9 1,657 2.1 1,847 2.3

Ⅲ 少数株主持分 37 0.1 0 0.0 41 0.1

   純資産合計 11,641 16.7 11,627 14.8 12,056 15.0

   負債純資産合計 69,725 100.0 78,613 100.0 80,408 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 45,708 100.0 46,164 100.0 93,562  100.0

Ⅱ 売上原価 43,765 95.7 43,986 95.3 88,623  94.7

   売上総利益 1,942 4.3 2,177 4.7 4,939  5.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,815 4.0 1,755 3.8 3,597  3.9

   営業利益 127 0.3 421 0.9 1,341  1.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 4 2 8

 ２ 受取配当金 41 45 55

 ３ 受取手数料 44 41 87

 ４ 持分法による 
   投資利益

6 17 ─

 ５ その他 91 188 0.4 69 176 0.4 171 323 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 248 313 516

 ２ その他 21 270 0.6 20 333 0.7 77 594 0.6

   経常利益 45 0.1 264 0.6 1,070 1.1

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 16 23 94

 ２ 投資有価証券売却益 643 51 747

 ３ 貸倒引当金戻入益 11 2 19

 ４ その他 53 726 1.6 4 82 0.2 69 930 1.0

Ⅶ 特別損失

 １ 前期損益修正損 ※５ 457 ─ 491

 ２ 固定資産処分損 ※３ 125 109 206

 ３ 減損損失 ※４ ─ ─ 27

 ４ 役員退職慰労金 31 ─ 37

 ５ 役員退職慰労 
   引当金繰入額

─ 124 ─

  ６ 車両事故費 ─ 68 ─

 ７ その他 63 678 1.5 48 351 0.8 182 946 1.0

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

93 0.2 ─ ─ 1,054 1.1

   税金等調整前 
   中間純損失

─ ─ 4 △0.0 ─ ─

   法人税、住民税 
   及び事業税

※６ 287 150 495

   法人税等調整額 ※６ △ 102 185 0.4 △ 14 135 0.3 57 552 0.6

   少数株主利益 ─ ─ 0 △0.0 ─ ─

   少数株主損失 17 0.0 ─ ─ 13 0.0

   中間(当期)純利益 ─ ─ ─ ─ 514 0.5

   中間純損失 73 △0.2 140 △0.3 ─ ─



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

  

 
  

 
（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高(百万円) 2,065 1,534 6,142 △ 9 9,733

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 60 △ 60

 中間純損失 △ 73 △ 73

 自己株式の取得 △ 2 △ 2

 連結子会社の決算期変更に伴う 

 増加高
33 33

 連結子会社の決算期変更に伴う 

 減少高等
△ 75 △ 75

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
─ ─ △ 176 △ 2 △ 178

平成18年9月30日残高(百万円) 2,065 1,534 5,966 △ 11 9,555

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高(百万円) 2,325 ─ 633 2,958 44 12,736

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 60

 中間純損失 △ 73

 自己株式の取得 △ 2

 連結子会社の決算期変更に伴う 

 増加高
33

 連結子会社の決算期変更に伴う 

 減少高等
△ 75

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△ 736 1 △ 175 △ 910 △ 6 △ 916

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△ 736 1 △ 175 △ 910 △ 6 △ 1,094

平成18年9月30日残高(百万円) 1,588 1 457 2,048 37 11,641



当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日残高(百万円) 2,065 1,534 6,580 △ 13 10,167

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 60 △ 60

 中間純損失 △ 140 △ 140

 自己株式の取得 △ 1 △ 1

 自己株式の処分 △ 0 0 0

 自己株式処分差損の振替 0 △ 0 ─

 連結子会社の決算期変更に伴う 

 増加高
100 100

 連結子会社の決算期変更に伴う 

 減少高
△ 95 △ 95

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
─ ─ △ 196 △ 1 △ 197

平成19年9月30日残高(百万円) 2,065 1,534 6,383 △ 15 9,969

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計
その他 

有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日残高(百万円) 1,411 3 432 1,847 41 12,056

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 60

 中間純損失 △ 140

 自己株式の取得 △ 1

 自己株式の処分 0

 自己株式処分差損の振替 ─

 連結子会社の決算期変更に伴う 

 増加高
100

 連結子会社の決算期変更に伴う 

 減少高
△ 95

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△ 190 △ 0 ─ △ 190 △ 41 △ 231

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△ 190 △ 0 ─ △ 190 △ 41 △ 429

平成19年9月30日残高(百万円) 1,221 3 432 1,657 0 11,627



前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

  

 
  

 
（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高(百万円) 2,065 1,534 6,142 △ 9 9,733

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 60 △ 60

 当期純利益 514 514

 土地再評価差額金の取崩 24 24

 自己株式の取得 △ 4 △ 4

 連結子会社の決算期変更に伴う 

 増加高
33 33

 連結子会社の決算期変更に伴う 

 減少高等
△ 75 △ 75

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
─ ─ 437 △ 4 433

平成19年3月31日残高(百万円) 2,065 1,534 6,580 △ 13 10,167

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高(百万円) 2,325 ─ 633 2,958 44 12,736

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 60

 当期純利益 514

 土地再評価差額金の取崩 24

 自己株式の取得 △ 4

 連結子会社の決算期変更に伴う 

 増加高
33

 連結子会社の決算期変更に伴う 

 減少高等
△ 75

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△ 913 3 △ 200 △ 1,110 △ 2 △ 1,113

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△ 913 3 △ 200 △ 1,110 △ 2 △ 679

平成19年3月31日残高(百万円) 1,411 3 432 1,847 41 12,056



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

   

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間 
   (当期)純利益

93 △ 4 1,054

 ２ 減価償却費 998 1,084 2,023

 ３ 固定資産除却損 83 46 113

 ４ 固定資産売却損益 9 23 △ 41

 ５ 投資有価証券売却益 △ 643 △ 51 △ 747

 ６ 投資有価証券評価損 ─ 2 6

 ７ 貸倒引当金の増減額 △ 11 40 70

 ８ 賞与引当金の増減額 △ 9 17 △ 22

 ９ 退職給付引当金の増減額 80 △ 236 △ 19

 10 受取利息及び受取配当金 △ 46 △ 47 △ 63

 11 支払利息 248 313 516

 12 持分法による投資損益 △ 6 △ 17 26

 13 売上債権の減少額 1,295 456 713

 14 仕入債務の増減額 △ 695 △ 76 55

 15 その他 877 △ 31 1,251

    小計 2,275 1,520 4,938

 16 利息及び配当金の受取額 48 47 65

 17 利息の支払額 △ 238 △ 303 △ 518

 18 法人税等の支払額 △ 466 △ 223 △ 723

    営業活動による 
    キャッシュ・フロー

1,618 1,040 3,763

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △ 2 ─ △ 7

 ２ 定期預金の払戻による収入 42 7 59

 ３ 有形固定資産の 
   取得による支出

△ 756 △ 655 △ 13,009

 ４ 有形固定資産の 
   売却による収入

42 184 96

 ５ 無形固定資産の 
   取得による支出

△ 39 △ 14 △ 102

 ６ 無形固定資産の 
   売却による収入

0 4 1

 ７ 投資有価証券の 
   取得による支出

△ 12 △ 34 △ 25

 ８ 投資有価証券の 
   売却による収入

277 149 843

 ９ 子会社株式の 
   取得による支出

─ △ 15 ─

 10 貸付による支出 △ 1 △ 1,108 △ 676

 11 貸付金の回収による収入 1 1,249 837

  12  その他 ─ 0 ─

    投資活動による 
    キャッシュ・フロー

△ 449 △ 231 △ 11,984



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 52 18 △ 1,411

 ２ 長期借入れによる収入 2,667 3,037 15,687

 ３ 長期借入金の 
   返済による支出

△ 3,596 △ 2,240 △ 5,951

 ４ 社債の償還による支出 △ 55 △ 1,555 △ 110

 ５ 配当金の支払額 △ 63 △ 60 △ 60

 ６ その他 △ 2 △ 11 △ 5

    財務活動による 
    キャッシュ・フロー

△ 997 △ 812 8,148

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の増減額

172 △ 3 △ 72

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

657 481 657

Ⅵ 決算期変更に伴う現金及び 
  現金同等物の減少額

△ 103 △ 214 △ 103

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

726 263 481



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

１ 連結の範囲に関する事

項

 連結子会社数    25社 

 主要な連結子会社名 

西肥名鉄運輸㈱、名鉄ゴールデン

航空㈱、東北名鉄運輸㈱

 連結子会社数     25社 

 主要な連結子会社名 

西肥名鉄運輸㈱、名鉄ゴールデン

航空㈱、東北名鉄運輸㈱

 連結子会社数     25社 

 主要な連結子会社名 

西肥名鉄運輸㈱、名鉄ゴールデン

航空㈱、東北名鉄運輸㈱

２ 持分法の適用に関する

事項

 持分法適用の関連会社数 

          ３社

 持分法適用の関連会社数 

           ２社

 持分法適用の関連会社数 

           ３社

 主要な会社名 中京通運㈱  主要な会社名 中京通運㈱

 従来、持分法適用の関連会社で

あった㈱名鉄グランドホテルは、

保有株式をすべて売却したため持

分法の適用範囲から除外してい

る。

 主要な会社名 中京通運㈱

３ 連結子会社の中間決算

日(決算日)等に関する事

項

 連結子会社西肥名鉄運輸㈱ほか

11社の中間決算日は６月30日であ

り、中間連結財務諸表の作成にあ

たっては、同中間決算日現在の財

務諸表を使用している。ただし、

中間連結決算日９月30日までの期

間に生じた重要な取引については

連結上必要な調整を行っている。

なお、名鉄急配㈱ほか12社に

ついては、当中間連結会計期間か

ら決算期を変更し、当中間連結会

計期間における会計期間は平成18

年４月１日から平成18年９月30日

までの６ヶ月間となっている。

 連結子会社の事業年度の末日と

連結決算日は一致している。

 なお、西肥名鉄運輸㈱ほか11社

については、当中間連結会計期間

から決算期を変更し、当中間連結

会計期間における会計期間は平成

19年４月１日から平成19年９月30

日までの６ヶ月間となっている。

 連結子会社西肥名鉄運輸㈱ほか

11社の決算日は12月31日であり、

連結財務諸表の作成にあたっては

同決算日現在の財務諸表を使用し

ている。ただし、連結決算日３月

31日までの期間に生じた重要な取

引については連結上必要な調整を

行っている。 

 なお、名鉄急配㈱ほか12社につ

いては、当連結会計期間から決算

期を変更し、当連結会計期間にお

ける会計期間は平成18年４月１日

から平成19年３月31日までの12ヶ

月間となっている。

４ 会計処理基準に関する

事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

 (イ)有価証券

    その他有価証券

   (a) 時価のあるもの

 中間連結会計期間末

日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全

部純資産直入法により

処理し、売却原価は移

動平均法により算定し

ている。)

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

 (イ)有価証券

    その他有価証券

   (a) 時価のあるもの

同左

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

 (イ)有価証券

    その他有価証券

   (a) 時価のあるもの

 連結会計年度末日の

市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定してい

る。)

   (b) 時価のないもの

移動平均法に基づく原

価法

   (b) 時価のないもの

同左

   (b) 時価のないもの

同左

 (ロ)たな卸資産(貯蔵品)

   移動平均法に基づく原価法

 (ロ)たな卸資産(貯蔵品)

移動平均法に基づく原価法

（収益性の低下による簿価切

下げの方法）

（会計方針の変更）

「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準

委員会 平成18年7月5日 企

業会計基準第9号）が平成20

年3月31日以前に開始する連

結会計年度に係る連結財務諸

表から適用できることになっ

たことに伴い、当中間連結会

計期間から同会計基準を適用

している。

当該変更に伴う損益に与

える影響は軽微である。

 (ロ)たな卸資産(貯蔵品)

  移動平均法に基づく原価法



  

 
  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

 (イ)有形固定資産

   定額法を採用している。

   なお、取得価額10万円以上

20万円未満のものには、３年

間で均等償却する方法を採用

している。

   主な耐用年数は以下のとお

りである。

   建物及び構築物 ７～50年

   機械装置及び運搬具

２～14年

（追加情報）

車両運搬具について、近

年の性能、耐久性及び整備技

術の向上により経済的使用可

能予測期間が長期化している

ことから、当社における使用

実態に照らし、車輌運搬具の

耐用年数を従来の税法耐用年

数から経済的使用可能予測期

間に変更している。

この結果、従来と同一の

基準によった場合と比べて減

価償却費は256百万円減少

し、営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益はそ

れぞれ同額増加している。

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

 (イ)有形固定資産

  定額法を採用している。

なお、取得価額10万円以上

20万円未満のものには、３年

間で均等償却する方法を採用

している。

主な耐用年数は以下のとお

りである。

建物及び構築物 ７～50年

   機械装置及び運搬具

２～14年

（会計方針の変更）

法人税法の改正（（所得

税法等の一部を改正する法律

平成19年3月30日 法律第6

号)及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19

年3月30日 政令第83号））

に伴い、平成19年4月1日以降

に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方

法に変更している。

この結果、従来と同一の

基準によった場合と比べて減

価償却費は7百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益はそれぞ

れ同額減少している。

（追加情報）

なお、平成19年3月31日以

前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から5年間で

均等償却する方法によってい

る。

この結果、従来と同一の

基準によった場合と比べて減

価償却費は80百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益はそれぞ

れ同額減少している。

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

 (イ)有形固定資産

   定額法を採用している。

   なお、取得価額10万円以上

20万円未満のものには、３年

間で均等償却する方法を採用

している。 

 主な耐用年数は以下のとお

りである。

 建物及び構築物 ７～50年

 機械装置及び運搬具

 ２～14年

（追加情報）

車両運搬具について、近

年の性能、耐久性及び整備技

術の向上により経済的使用可

能予測期間が長期化している

ことから、当社における使用

実態に照らし、車輌運搬具の

耐用年数を従来の税法耐用年

数から経済的使用可能予測期

間に変更している。

この結果、従来と同一の

基準によった場合と比べて減

価償却費は444百万円減少

し、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益はそ

れぞれ同額増加している。



 
  

 

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

 (ロ)無形固定資産

   定額法を採用している。

   なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用している。

 (ロ)無形固定資産

同左

 (ロ)無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 (イ)貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ている。

(3) 重要な引当金の計上基準

 (イ)貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 (イ)貸倒引当金

同左

 (ロ)賞与引当金

   従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額の

うち当中間連結会計期間負担

額を計上している。

 (ロ)賞与引当金

同左

 (ロ)賞与引当金

   従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額の

うち当連結会計年度負担額を

計上している。

 (ハ)退職給付引当金

   従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末に発生してい

ると認められる額を計上して

いる。

 (ハ)退職給付引当金

   従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末に発生してい

ると認められる額を計上して

いる。

 (ハ)退職給付引当金

   従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結

会計年度末に発生していると

認められる額を計上してい

る。

   なお、会計基準変更時差異

については、15年による按分

額を費用に計上している。過

去勤務債務は、発生年度で一

括処理している。数理計算上

の差異は、発生時における従

業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数(８～10年)による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生した翌連結会計年

度から費用処理している。

   なお、会計基準変更時差異

については、15年による按分

額を費用に計上している。過

去勤務債務は、発生年度で一

括処理している。数理計算上

の差異は、発生時における従

業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数(８～９年)による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生した翌連結会計年

度から費用処理している。

   なお、会計基準変更時差異

については、15年による按分

額を費用に計上している。過

去勤務債務は、発生年度で一

括処理している。数理計算上

の差異は、発生時における従

業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数(８～10年)による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生した翌連結会計年

度から費用処理している。



  

 
  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

─────  (二)役員退職慰労引当金

   当社及び主要な連結子会社

は、役員の退職慰労金の支出

に備えて、役員退職慰労金規

定に基づく当中間会計期間末

要支給額を計上している。

（会計方針の変更）

   当社及び主要な連結子会社

の役員退職慰労金は、従来支

出時の費用として処理してい

たが、当中間連結会計期間か

ら「租税特別措置法上の準備

金及び特別法上の引当金又は

準備金に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会

平成19年４月13日監査・保証

実務委員会報告42号）を適用

し、内規に基づく当中間会計

期間末要支給額を役員退職慰

労引当金として計上する方法

に変更した。

   この変更は、最近の役員退

職慰労引当金計上の会計慣行

が定着しつつあることを踏ま

え、将来の支出時における一

時負担の増大を避け、役員の

在任期間にわたって費用を配

分することにより期間損益の

適正化及び財務内容の健全化

を図るために行った。

   この変更により、当中間連

結会計期間発生額10百万円は

販売費及び一般管理費へ、過

年度相当分124百万円は特別

損失に計上している。この結

果、従来と同一の方法を採用

した場合と比べ、営業利益、

経常利益は10百万円、税金等

調整前中間純利益は108百万

円減少している。

─────



  

 
  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(4) 重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っている。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 (イ)ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジによってい

る。

   金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満た

す場合は特例処理を採用し

ている。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 (イ)ヘッジ会計の方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 (イ)ヘッジ会計の方法

同左

 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金利息

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 （ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (ハ)ヘッジ方針

   金利スワップ取引は、市場

金利変動によるリスクを回避

するのが目的である。

 (ハ)ヘッジ方針

同左

 (ハ)ヘッジ方針

同左

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ開始時から有効性判

定時点までの期間におけるヘ

ッジ対象とヘッジ手段それぞ

れの相場変動またはキャッシ

ュ・フロー変動の累計との比

較によっている。

   なお、特例処理の要件を満

たしている金利スワップ取引

については、有効性の判定を

省略している。

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

  消費税等の会計処理

   税抜方式

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

(6) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・

フロー計算書(連結キャッ

シュ・フロー計算書)にお

ける資金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得

日から３か月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっている。

同左 同左



会計処理の変更 

 
  

表示方法の変更 

 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第5

号 平成17年12月9日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第8号 平成17年

12月9日）を適用している。

これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、11,602百万円であ

る。

なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ている。

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当連結会計年度より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第5号

平成17年12月9日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第8号 平成17年12月

9日）を適用している。

これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、12,011百万円であ

る。

なお、当連結会計年度における

連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成している。

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間において、連結調整勘定として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から負の

のれんと表示している。

─────

───── （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間まで中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書において「法人税等の支払額」に含めて表示

していた付加価値割分及び資本割分の事業税に係る支

払額（前中間連結会計期間43百万円）については、営

業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め

て表示している。



追加情報 

 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

───── 従来、車両事故費については、支

払時に営業原価として、または過年

度事故支出金（特別損失）として計

上しておりましたが、金額的重要性

が増し、適正な期間損益計算を行う

ため、当中間連結会計期間より、事

故発生の属する期間に、車両事故費

（営業原価）として計上しておりま

す。

この結果、従来の方法によった場

合に比べて、営業利益及び経常利益

が14百万円、税金等調整前中間純利

益が82百万円減少しております。

なお、当期以降の期間比較性を確

保するために、前期以前に発生した

車両事故費については特別損失に計

上しております。

─────



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
  

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

35,529百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

35,387百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

35,515百万円

 

※２ 担保に供している資産

  (1) 道路交通事業財団の組成

担保物件(簿価) 
(百万円)

対応債務 
(百万円)

建物及び 
構築物

3,456
短期 
借入金

405

機械装置 
及び 
運搬具

396
１年内返 
済予定長 
期借入金

1,704

土地 12,563
長期 
借入金

8,494

計 16,415 計 10,604

 
 

※２ 担保に供している資産

  (1) 道路交通事業財団の組成

担保物件(簿価)
(百万円)

対応債務
(百万円)

建物及び 
構築物

2,954
短期
借入金

─

機械装置 
及び 
運搬具

295
１年内返
済予定長
期借入金

1,586

土地 11,633
長期
借入金

7,807

計 14,882 計 9,393

 
 

※２ 担保に供している資産

  (1) 道路交通事業財団の組成

担保物件(簿価)
(百万円)

対応債務 
(百万円)

建物及び
構築物

3,367
短期 
借入金

─

機械装置
及び 
運搬具

360
１年内返 
済予定長 
期借入金

1,169

土地 12,526
長期 
借入金

8,240

計 16,255 計 9,410

 

 

  (2) その他

担保物件(簿価) 
(百万円)

対応債務 
(百万円)

建物及び 
構築物

1,530
短期 
借入金

1,972

土地 3,162
１年内返 
済予定長 
期借入金

600

預金 11
長期 
借入金

1,536

投資 
有価証券

248

計 4,953 計 4,109

 
 

  (2) その他

担保物件(簿価)
(百万円)

対応債務
(百万円)

建物及び 
構築物

1,280
短期
借入金

2,112

土地 2,902
１年内返
済予定長
期借入金

981

預金 7
長期
借入金

986

投資 
有価証券

370

計 4,561 計 4,081
 

  (2) その他

担保物件(簿価)
(百万円)

対応債務 
(百万円)

建物及び
構築物

1,368
短期 
借入金

3,588

土地 3,142
１年内返 
済予定長 
期借入金

519

預金 11
長期 
借入金

1,032

投資
有価証券

230

計 4,752 計 5,140

 上記以外に預金36百万円を有料道

路使用の料金後納に係る担保として

提供している。

 

 

 ３ 受取手形割引高 414 百万円

受取手形裏書 
譲渡高

22 百万円

 

※４ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、満期

日に決済が行われたものとして

処理している。

 なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高から除かれている。

受取手形 335 百万円

支払手形 74 百万円

 

 

 ３ 受取手形割引高 611 百万円

受取手形裏書
譲渡高

─ 百万円

※４ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、満期

日に決済が行われたものとして

処理している。

 なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高から除かれている。

受取手形 32 百万円

支払手形 157 百万円

 

 

３ 受取手形割引高 550 百万円

受取手形裏書 
譲渡高

69 百万円

 

※４ 当連結会計年度末日満期手形

の会計処理については、満期日

に決済が行われたものとして処

理している。

 なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、

次の当連結会計年度末日満期手

形が、当連結会計年度末日残高

から除かれている。

受取手形 12 百万円

支払手形 111 百万円



(中間連結損益計算書関係) 

 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額

人件費 880百万円

 うち賞与引 
 当金繰入額

33百万円

施設使用料 360百万円

貸倒引当金 
繰入額

3百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額

人件費 897百万円

 うち賞与引
 当金繰入額

33百万円

 うち役員退職
 慰労引当金 
 繰入額

10百万円

施設使用料 347百万円

貸倒引当金
繰入額

52百万円

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額

人件費 1789百万円

うち賞与引
 当金繰入額

9百万円

施設使用料 682百万円

貸倒引当金
繰入額

30百万円

 

※２ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び 
運搬具

16百万円

 

※２ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び
運搬具

23百万円

※２ 固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 62百万円

機械装置及び
運搬具

31百万円

有形固定資産その
他

1百万円

 

※３ 固定資産処分損の内訳

建物及び構築物 
除却損

68百万円

機械装置及び 
運搬具売却損

27百万円

機械装置及び 
運搬具除却損

7百万円

有形固定資産 
その他売却損

0百万円

有形固定資産 
その他除却損

5百万円

無形固定資産 
除却損

0百万円

投資その他の資産
そ の 他（保 証 金
等）除却損

16百万円

 

※３ 固定資産処分損の内訳

建物及び構築物
除却損

30百万円

機械装置及び
運搬具売却損

24百万円

機械装置及び
運搬具除却損

7百万円

有形固定資産
その他売却損

21百万円

有形固定資産
その他除却損

6百万円

無形固定資産
売却損

0百万円

無形固定資産
除却損

2百万円

投資その他の資産
そ の 他（保 証 金
等）除却損

15百万円

 

※３ 固定資産処分損の内訳

建物及び構築物
売却損 1百万円

建物及び構築物
除却損 72百万円

機械装置及び
運搬具売却損 45百万円

機械装置及び
運搬具除却損 12百万円

有形固定資産
その他売却損 8百万円

有形固定資産
その他除却損 6百万円

無形固定資産
売却損 0百万円

無形固定資産
除却損 21百万円

投資その他の資産
そ の 他（保 証 金
等）除却損

38百万円



次へ 

  

 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

──── ────

 

※４ 減損損失

当社グループは、以下の資産グル

ープについて減損損失を計上した。

用途 種類 場所

営業設備
リース資産
等

静岡県 
沼津市

当社グループは、管理会計上の区

分を基礎にグルーピングを行ってい

るが、現在未稼動で今後も事業の用

に供する予定のないものについては

遊休資産としてグルーピングしてい

る。

上記の資産については収益性が著

しく低下したことにより、投資の回

収が困難と見込まれるため帳簿価額

相当額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（27百万円）

として特別損失に計上している。

なお、当資産グループの回収可能

価額は、使用価値により測定してお

り将来キャッシュフローを４%で割

り引いて算定している。

 

※５ 前期損益修正損の主要な費目

及び内訳

従業員給与手当 457百万円

────

 

※５ 前期損益修正損の主要な費目

及び内訳

従業員給与手当 457百万円

──── ※６ 当中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額は、

連結会社の当期において予定し

ている圧縮積立金の処理を前提

として当中間連結会計期間に係

る金額を計算している。

────



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りである。 

 単元未満株式の買取りによる増加    6千株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はない。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

該当事項はない。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 24,402 ─ ─ 24,402

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 44 6 ─ 51

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 60 2.50 平成18年３月31日 平成18年６月29日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りである。 

 単元未満株式の買取りによる増加    6千株 

    減少数の主な内訳は、次の通りである。 
 単元未満株式の買増しによる減少    0千株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はない。 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

   該当事項はない。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 24,402 ─ ─ 24,402

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 59 6 0 65

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月26日 
定時株主総会

普通株式 60 2.50 平成19年3月31日 平成19年6月27日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りである。 

 単元未満株式の買取りによる増加   15千株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はない。 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 24,402 ─ ─ 24,402

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 44 15 ─ 59

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日 
定時株主総会

普通株式 60 2.50 平成18年3月31日 平成18年6月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 60 2.50 平成19年3月31日 平成19年6月27日



次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

 現金及び現金同等物の中間連結会

計期間末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関

係

現金及び預金 
勘定

791百万円

中期国債 
ファンド

2百万円

預入期間が 
３か月を超え 
る定期預金

△66百万円

現金及び 
現金同等物

726百万円

 現金及び現金同等物の中間連結会

計期間末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関

係

現金及び預金
勘定

260百万円

中期国債 
ファンド

2百万円

預入期間が 
３か月を超え 
る定期預金

─百万円

現金及び 
現金同等物

263百万円

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び預金
勘定

533百万円

中期国債
ファンド

2百万円

預入期間が
３か月を超え 
る定期預金

△54百万円

現金及び
現金同等物

481百万円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められる以外のファイナン

ス・リース取引（借主側）

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額
取得価額 
相当額 

  
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末 
残高 
相当額 

(百万円)

建物及び 
構築物 
(建物)

1,621 385 1,236

機械装置 
及び 
運搬具

6,915 2,649 4,265

その他の 

有形固定 

資産 

(工具器具 

及び備品)

2,377 1,643 734

無形固定 
資産

166 66 100

合計 11,081 4,744 6,337

 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められる以外のファイナン

ス・リース取引（借主側）

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額
取得 
価額 
相当額

  
(百万
円)

減価 
償却 
累計額
相当額
(百万
円)

減損 
損失 

累計額
相当額
(百万
円)

中間 
期末 
残高 

相当額
(百万
円)

建物及び 
構築物 
(建物)

1,603 459
 

─ 1,143
 

機械装置 
及び 
運搬具

7,478
 

3,077
 

24
 

4,376
 

その他の 

有形固定 

資産 

(工具器具 

及び備品)

1,477
 

940
 

3
 

533
 

無形固定 
資産

129 78 ─ 51

合計 10,688 4,556 27 6,104

 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められる以外のファイナン

ス・リース取引（借主側）

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

取得 
価額 

相当額
(百万
円)

減価 
償却 

累計額 
相当額 
(百万
円)

減損 
損失 

累計額 
相当額 
(百万
円)

期末 
残高 

相当額 
  

(百万
円)

建物及び 
構築物 
(建物)

1,603 406 ─ 1,196

機械装置 
及び 
運搬具

6,996 2,673 24 4,298

その他の 

有形固定 

資産 

(工具器具 

及び備品)

1,690 961 3 725

無形固定 
資産

155 67 ─ 88

合計 10,445 4,109 27 6,308

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 1,613百万円

１年超 4,843百万円

合計 6,457百万円

 

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高

未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内 1,509百万円

１年超 4,740百万円

合計 6,250百万円

リース資産減損勘定中間期末残高

22百万円

 

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高

未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内 1,482百万円

１年超 4,910百万円

合計 6,392百万円

リース資産減損勘定中間期末残高

27百万円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 963百万円

減価償却費相当額 889百万円

支払利息相当額 73百万円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 879百万円

リース資産 

減損勘定取崩
5百万円

減価償却費相当額 803百万円

支払利息相当額 82百万円  

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 1,897百万円

減価償却費相当額 1,741百万円

支払利息相当額 152百万円

減損損失 27百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

いる。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっている。

５ 利息相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

同左



  

 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

 オペレーティング・リース取引

 （借主側）

  未経過リース料

１年内 522百万円

１年超 5,718百万円

合計 6,241百万円

 オペレーティング・リース取引

 （借主側）

  未経過リース料

１年内 522百万円

１年超 5,202百万円

合計 5,724百万円

 オペレーティング・リース取引

 （借主側）

  未経過リース料

１年内 520百万円

１年超 5,395百万円

合計 5,915百万円



前へ   次へ 

(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末) 

１ その他有価証券で時価があるもの 

 
(注) 減損処理にあたっては、個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて30％程度以上下落した場合は回復可

能性の判定の対象とし、減損の要否を判定している。 

２ 時価評価されていない主な有価証券及び中間連結貸借対照表計上額 

 
(当中間連結会計期間末) 

１ その他有価証券で時価があるもの 

 
(注) 減損処理にあたっては、個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて30％程度以上下落した場合は回復可

能性の判定の対象とし、減損の要否を判定している。 

２ 時価評価されていない主な有価証券及び中間連結貸借対照表計上額 

 
  

(前連結会計年度末) 

１ その他有価証券で時価があるもの 

 
(注) 減損処理にあたっては、個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて30％程度以上下落した場合は回復可

能性の判定の対象とし、減損の要否を判定している。 

２ 時価評価されていない主な有価証券及び連結貸借対照表計上額 

 
  

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 1,341 3,988 2,646

区分 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 530

 その他 2

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 1,318 3,357 2,038

区分 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 527

 その他 2

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額(百万

円)
差額(百万円)

株式 1,286 3,639 2,352

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 527

 その他 2



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいてもデリバティブ取

引については、ヘッジ会計を適用しているため、記載していない。 

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はない。 

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度とも、当社及び連結子会社はすべて総合

物流事業を営んでいるため、該当事項はない。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度とも、本国以外に所在する連結子会社及

び在外支店がないため、該当事項はない。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度とも、海外売上高はないため、該当事項

はない。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

 1株当たり中間（当期）純損益 

 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産額 476円51銭 １株当たり純資産額 477円73銭 １株当たり純資産額 493円57銭

１株当たり中間純損失 3円03銭 １株当たり中間純損失 5円76銭 １株当たり当期純利益 21円15銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失を計上しており、また、

潜在株式がないため記載していな

い。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失を計上しており、また、

潜在株式がないため記載していな

い。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載していない。

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

中間(当期)純利益(百万円) ─ ─ 514

中間純損失(百万円) 73 140 ─

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─ ─

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(百万円)

─ ─ 514

普通株式に係る中間純損失(百万円) 73 140 ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 24,356 24,340 24,351



（重要な後発事象） 

  

 
  

  

(2) 【その他】 

該当事項はない。 

  

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

 平成18年12月22日開催の当社取締

役会において、固定資産の取得及び

それに伴う資金調達について決議し

ている。 

 なお、下記固定資産の取得資金と

して総額113億円の借入を親会社の

子会社である㈱名鉄マネジメントサ

ービスより行うことを併せて決議し

ている。

（深川支店）

１ 所在地：東京都江東区扇橋１丁

目21番５号

２ 面積:土地11,143.13㎡、 

建物7,039.46㎡（延床面積）

３ 取得価額：5,950百万円

（淀川支店）

１ 所在地：大阪市東淀川区豊新2丁

目12番29号

２ 面積:土地 16,811.26㎡、 

建物10,513.12㎡（延床面積）

３ 取得価額：5,128百万円

※ 取得価額は、第三者鑑定評価に

基づき決定している。

───── ─────



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 567 187 197

 ２ 受取手形 ※６ 1,443 1,087 1,098

 ３ 営業未収金 8,514 8,562 8,813

 ４ たな卸資産 125 96 121

 ５ その他 2,538 2,045 2,318

 ６ 貸倒引当金 △ 23 △ 86 △ 89

   流動資産合計 13,166 25.5 11,892 19.6 12,459 20.3

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※２

  (1) 建物 8,888 8,874 9,105

  (2) 車両運搬具 1,456 2,011 1,595

  (3) 土地 16,760 27,411 27,411

  (4) その他 1,573 1,499 1,564

   有形固定資産合計 28,678 55.5 39,797 65.6 39,677 64.5

 ２ 無形固定資産 326 0.6 302 0.5 304 0.5

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 3,680 2,960 3,250

  (2) 関係会社株式 3,202 3,127 3,132

  (3) その他 2,739 2,834 2,867

  (4) 貸倒引当金 △ 113 △ 237 △ 196

   投資その他の資産 
   合計

9,509 18.4 8,685 14.3 9,054 14.7

   固定資産合計 38,514 74.5 48,784 80.4 49,036 79.7

   資産合計 51,681 100.0 60,677 100.0 61,496 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 2,631 2,576 2,428

 ２ 営業未払金 3,765 3,853 4,199

 ３ 短期借入金 7,696 6,558 6,490

 ４ １年内返済予定 
   長期借入金

※２ 2,474 3,315 2,790

 ５ １年内償還予定 
   社債

1,500 2,000 3,500

 ６ 未払法人税等 134 66 69

 ７ その他 ※３ 2,485 2,937 2,524

   流動負債合計 20,687 40.0 21,307 35.1 22,003 35.8

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 2,000 ─ ─

 ２ 長期借入金 ※２ 13,728 24,872 24,367

 ３ 退職給付引当金 4,264 3,911 4,152

 ４ 役員退職慰労引当金 ─ 40 ─

 ５ 関係会社 
   損失引当金

─ 33 ─

 ６ 再評価に係る 
   繰延税金負債

2,200 2,183 2,183

 ７ その他 496 400 406

   固定負債合計 22,690 43.9 31,441 51.8 31,109 50.6

   負債合計 43,377 83.9 52,748 86.9 53,113 86.4



 
  

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,065 4.0 2,065 3.4 2,065 3.4

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,534 1,534 1,534

   資本剰余金合計 1,534 3.0 1,534 2.5 1,534 2.5

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 289 289 289

  (2) その他利益剰余金 2,556 2,615 2,880

    資産圧縮積立金 1,543 1,494 1,494

    別途積立金 400 400 400

    繰越利益剰余金 612 721 986

   利益剰余金合計 2,845 5.5 2,904 4.8 3,169 5.1

 ４ 自己株式 △ 11 △0.0 △ 15 △0.0 △ 13 △0.0

   株主資本合計 6,434 12.5 6,490 10.7 6,756 11.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

1,409 2.7 1,001 1.7 1,189 1.9

 ２ 繰延ヘッジ損益 2 0.0 3 0.0 4 0.0

 ３ 土地再評価差額金 457 0.9 432 0.7 432 0.7

   評価・換算差額等 
   合計

1,869 3.6 1,438 2.4 1,626 2.6

   純資産合計 8,303 16.1 7,928 13.1 8,383 13.6

   負債純資産合計 51,681 100.0 60,677 100.0 61,496 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益 32,360 100.0 31,932 100.0 65,090 100.0

Ⅱ 営業原価 ※１ 31,442 97.2 30,915 96.8 62,707 96.3

   営業総利益 917 2.8 1,016 3.2 2,383 3.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 895 2.7 984 3.1 1,789 2.8

   営業利益 22 0.1 32 0.1 593 0.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 14 23 35

 ２ 受取配当金 135 106 245

 ３ その他 55 206 0.6 51 181 0.6 117 399 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 151 219 322

 ２ その他 41 193 0.6 38 258 0.8 90 412 0.6

   経常利益 35 0.1 ─ ─ 580 0.9

   経常損失 ─ ─ 44 △0.1 ─ ─

Ⅵ 特別利益 ※２ 656 2.0 48 0.2 829 1.3

Ⅶ 特別損失 ※３ 629 1.9 222 0.7 890 1.4

   税引前中間（当期） 
   純利益

62 0.2 ─ ─ 519 0.8

   税引前中間 
   純損失

─ ─ 218 △0.6 ─ ─

   法人税、住民税 
   及び事業税

※４ 111 21 111

   法人税等調整額 ※４ △ 77 34 0.1 △ 35 △ 13 0.0 80 191 0.3

   中間（当期）純利益 28 0.1 ─ ─ 328 0.5

   中間純損失 ─ ─ 204 △0.6 ─ ─



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金

平成18年３月31日残高(百万
円)

2,065 1,534

中間会計期間中の変動額

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─

平成18年９月30日残高(百万
円)

2,065 1,534

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

資産圧縮積立
金

買換資産
特別積立金

別途積立金
繰越利益剰余

金

平成18年３月31日残高(百万
円)

289 1,451 200 400 537 △ 9 6,468

中間会計期間中の変動額

 資 産圧 縮積 立金 の積立
（注）

200 △ 200 ─

資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩
（注）

△ 107 107 ─

買換資産特別積立金の取崩
（注）

△ 200 200 ─

剰余金の配当（注） △ 60 △ 60

中間純利益 28 28

自己株式の取得 △ 2 △ 2

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ 92 △ 200 ─ 75 △ 2 △ 34

平成18年９月30日残高(百万
円)

289 1,543 ─ 400 612 △ 11 6,434

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万
円)

2,104 ─ 633 2,737 9,206

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 60

 中間純利益 28

 自己株式の取得 △ 2

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△ 695 2 △ 175 △ 868 △ 868

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△ 695 2 △ 175 △ 868 △ 902

平成18年９月30日残高(百万
円)

1,409 2 457 1,869 8,303



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金

平成19年３月31日残高(百万
円)

2,065 1,534 ─

中間会計期間中の変動額

 自己株式の処分 △ 0

 自己株式処分差損の振替 0

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ ─

平成19年９月30日残高(百万
円)

2,065 1,534 ─

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(百万
円)

289 1,494 400 986 △ 13 6,756

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 △ 60 △ 60

中間純損失 △ 204 △ 204

自己株式の取得 △ 1 △ 1

自己株式の処分 0 0

自己株式処分差損の振替 △ 0 ─

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ ─ △ 265 △ 1 △ 266

平成19年９月30日残高(百万
円)

289 1,494 400 721 △ 15 6,490

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万
円)

1,189 4 432 1,626 8,383

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △ 60

 中間純損失 △ 204

 自己株式の取得 △ 1

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△ 187 △ 0 ─ △ 188 △ 188

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△ 187 △ 0 ─ △ 188 △ 454

平成19年９月30日残高(百万
円)

1,001 3 432 1,438 7,928



前事業年度の要約株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金

平成18年３月31日残高(百万
円)

2,065 1,534

事業年度中の変動額

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

─ ─

平成19年３月31日残高(百万
円)

2,065 1,534

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

資産圧縮積立
金

買換資産
特別積立金

別途積立金
繰越利益剰余

金

平成18年３月31日残高(百万
円)

289 1,451 200 400 537 △ 9 6,468

事業年度中の変動額

 資 産 圧 縮 積 立 金 の 積 立
（注）

200 △ 200 ─

資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩
（注）

△ 107 107 ─

買換資産特別積立金の取崩
（注）

△ 200 200 ─

剰余金の配当（注） △ 60 △ 60

資産圧縮積立金の取崩 △ 49 49 ─

土地再評価差額金の取崩 24 24

当期純利益 328 328

自己株式の取得 △ 4 △ 4

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計 
(百万円)

─ 42 △ 200 ─ 449 △ 4 287

平成19年３月31日残高(百万
円)

289 1,494 ─ 400 986 △ 13 6,756

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万
円)

2,104 ─ 633 2,737 9,206

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 60

 土地再評価差額金の取崩 24

 当期純利益 328

 自己株式の取得 △ 4

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△ 915 4 △ 200 △ 1,111 △ 1,111

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△ 915 4 △ 200 △ 1,111 △ 823

平成19年３月31日残高(百万
円)

1,189 4 432 1,626 8,383



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(1) 資産の評価基準及び

評価方法

(イ)有価証券

 (a) 子会社株式及び関連会社株

式

   移動平均法に基づく原価法

(イ)有価証券

 (a) 子会社株式及び関連会社株

式

同左

(イ)有価証券

 (a) 子会社株式及び関連会社株

式

同左

 (b) その他有価証券

  ① 時価のあるもの 

 中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定して

いる。)

 (b) その他有価証券

  ① 時価のあるもの

   同左

 (b) その他有価証券

  ① 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定している。)

  ② 時価のないもの

    移動平均法に基づく原価

法

  ② 時価のないもの

同左

  ② 時価のないもの

同左

(ロ)たな卸資産(貯蔵品) 

  移動平均法に基づく原価法

(ロ)たな卸資産(貯蔵品)

移動平均法に基づく原価法

（収益性の低下による簿価切下

げの方法）

（会計方針の変更）

「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準委員会

平成18年7月5日 企業会計基準

第9号）が平成20年3月31日以前

に開始する事業年度に係る財務

諸表から適用できることになっ

たことに伴い、当中間会計期間

から同会計基準を適用してい

る。

当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微である。

(ロ)たな卸資産(貯蔵品)

 移動平均法に基づく原価法



  

 

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(2) 固定資産の減価償却

の方法

(イ)有形固定資産

  定額法を採用している。

  なお、取得価額10万円以上20

万円未満のものについては、３

年間で均等償却する方法を採用

している。

  主な耐用年数は以下のとおり

である。

  建物      ７～50年

  車両運搬具   ２～13年

（追加情報）

車両運搬具について、近年の

性能、耐久性及び整備技術の向

上により経済的使用可能予測期

間が長期化していることから、

当社における使用実態に照ら

し、車輌運搬具の耐用年数を従

来の税法耐用年数から経済的使

用可能予測期間に変更してい

る。

この結果、従来と同一の基準

によった場合と比べて減価償却

費は256百万円減少し、営業利

益、経常利益及び税引前中間純

利益はそれぞれ同額増加してい

る。

(イ)有形固定資産

  定額法を採用している。

なお、取得価額10万円以上20

万円未満のものについては、３

年間で均等償却する方法を採用

している。

主な耐用年数は以下のとおり

である。

  建物      ７～50年

  車両運搬具   ２～13年

（会計方針の変更）

法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律 平成

19年3月30日 法律第6号)及び

（法人税法施行令の一部を改正

する政令 平成19年3月30日

政令第83号））に伴い、当中間

会計期間から、平成19年4月1日

以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく

方法に変更している。

この結果、従来と同一の基準

によった場合と比べて減価償却

費は１百万円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前中間純

利益はそれぞれ同額減少してい

る。

（追加情報）

当中間会計期間から、平成19

年3月31日以前に取得したもの

については、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から5年

間で均等償却する方法によって

いる。

この結果、従来と同一の基準

によった場合と比べて減価償却

費は41百万円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前中間純

利益はそれぞれ同額減少してい

る。

(イ)有形固定資産

定額法を採用している。

  なお、取得価額10万円以上20

万円未満のものについては、３

年間で均等償却をする方法を採

用している。 

主な耐用年数は以下のとおりで

ある。

 建物      ７～50年

 車両運搬具   ２～13年

（追加情報）

車両運搬具について、近年の

性能、耐久性及び整備技術の向

上により経済的使用可能予測期

間が長期化していることから、

当社における使用実態に照ら

し、車両運搬具の耐用年数を従

来の税法耐用年数から経済的使

用可能予測期間に変更してい

る。

この結果、従来と同一の基準

によった場合と比べて減価償却

費は444百万円減少し、営業利

益、経常利益及び税引前当期純

利益はそれぞれ同額増加してい

る。

(ロ)無形固定資産

  定額法を採用している。

  なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用している。

(ロ)無形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

同左

(3) 引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上している。

(イ)貸倒引当金

同左

(イ)貸倒引当金

同左



 
  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(ロ)退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上している。

  なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用に計上している。過去勤務

債務は、発生年度で一括処理し

ている。数理計算上の差異は、

発生時における従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数(10

年)による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生した翌期か

ら費用処理している。

(ロ)退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末に発生していると認めら

れる額を計上している。

  なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用に計上している。過去勤務

債務は、発生年度で一括処理し

ている。数理計算上の差異は、

発生時における従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数(８

～９年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生した翌

連結会計年度から費用処理して

いる。

(ロ)退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当期末に発生していると認

められる額を計上している。

  なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用に計上している。過去勤務

債務は、発生年度で一括処理し

ている。数理計算上の差異は、

発生時における従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数(10

年)による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生した翌期か

ら費用処理している。

─────  (二)役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備

えて、役員退職慰労金規定に基

づく当中間会計期間末要支給額

を計上している。

（会計方針の変更）

  役員退職慰労金は、従来支出

時の費用として処理していた

が、当中間会計期間から「租税

特別措置法上の準備金及び特別

法上の引当金又は準備金に関す

る監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会 平成19年４月13日

監査・保証実務委員会報告42

号）を適用し、内規に基づく当

中間会計期間末要支給額を役員

退職慰労引当金として計上する

方法に変更した。

  この変更は、 近の役員退職

慰労引当金計上の会計慣行が定

着しつつあることを踏まえ、将

来の支出時における一時負担の

増大を避け、役員の在任期間に

わたって費用を配分することに

より期間損益の適正化及び財務

内容の健全化を図るために行っ

た。

  この変更により、当中間会計

期間発生額0百万円は販売費及

び一般管理費へ、過年度相当分

57百万円は特別損失に計上して

いる。

  この結果、従来と同一の方法

を採用した場合と比べ、営業利

益、経常利益は0百万円、税引

前中間純利益は40百万円減少し

ている。

─────

─────  (ホ)関係会社損失引当金

  関係会社に係る損失に備える

ため、当該会社の財政状態等を

勘案して、当社が負担すること

となる損失見込額を計上してお

ります。

─────



  

 
  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(4) リース取引の処理方

法

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。

同左 同左

(5) ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジによっている。

 金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たす場

合は特例処理を採用している。

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金利息

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(ハ)ヘッジ方針

 金利スワップ取引は、市場金

利変動によるリスクを回避する

のが目的である。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間におけるヘッジ

対象とヘッジ手段それぞれの相

場変動またはキャッシュ・フロ

ー変動の累計との比較によって

いる。

 なお、特例処理の要件を満た

している金利スワップ取引につ

いては、有効性の判定を省略し

ている。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6) その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のため

の基本となる重要な事

項

 消費税等の会計処理 

   税抜方式

 消費税等の会計処理

同左

 消費税等の会計処理

同左



会計処理の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
注記事項 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第5号

平成17年12月9日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第8号 平成17年12月

9日）を適用している。

これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、8,301百万円であ

る。

なお、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表

規則により作成している。

─────
（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

当期より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第5号 平成17年12

月9日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指

針第8号 平成17年12月9日）を適

用している。これまでの資本の部

の合計に相当する金額は、8,378百

万円である。

なお、当事業年度における貸借

対照表の純資産の部については、

財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の財務諸表規則により作成して

いる。

前中間会計期間 当中間会計期間

（中間貸借対照表関係）

「関係会社株式」は、前中間期まで、「投資有価証

券」に含めて表示していたが、当中間期末において資

産の総額の100分の5を超えたため区分掲記した。

なお、前中間期末の「関係会社株式」の金額1,526

百万円である。

―――――

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度末

――――― 従来、車両事故費については、支

払時に営業原価として、または過年

度事故支出金（特別損失）として計

上しておりましたが、金額的重要性

が増し、適正な期間損益計算を行う

ため、当中間会計期間より、事故発

生の属する期間に、車両事故費（営

業原価）として計上しております。

この結果、従来の方法によった場

合に比べて、営業利益及び経常利益

が14百万円、税引前中間純利益が82

百万円減少しております。

なお、当期以降の期間比較性を確

保するために、前期以前に発生した

車両事故費については特別損失に計

上しております。

―――――



(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

21,168百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

20,841百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

20,967百万円

 

※２ 担保に供している資産

   道路交通事業財団の組成

担保物件(簿価) 
(百万円)

対応債務 
(百万円)

建物 2,299
１年内返 
済予定長 
期借入金

1,180

車両 
運搬具

261
長期 
借入金

7,360

土地 10,594

計 13,155 計 8,540
 

※２ 担保に供している資産

   道路交通事業財団の組成

担保物件(簿価)
(百万円)

対応債務
(百万円)

建物 1,854
１年内返
済予定長
期借入金

1,180

車両 
運搬具

215
長期
借入金

6,680

土地 9,650

計 11,720 計 7,860
 

※２ 担保に供している資産

   道路交通事業財団の組成

担保物件(簿価)
(百万円)

対応債務 
(百万円)

建物 2,237
１年内返 
済予定長 
期借入金

680

車両
運搬具

248
長期 
借入金

7,020

土地 10,543

計 13,030 計 7,700

※３ 消費税等の表示

   仮払消費税等と仮受消費税等

は相殺の上、流動負債の「その

他」に含めて表示している。

※３ 消費税等の表示

同左
 

―――――

 

 ４ 下記各社の銀行取引に対し債

務保証をしている。

関係会社 名鉄トラック運送㈱

217百万円

三陸貨物㈱

121百万円

中国名鉄運送㈱

80百万円

北陸名鉄カーゴサー
ビス㈱

1,467百万円

計 1,886百万円

  

 ４ 下記各社の銀行取引等に対し

債務保証をしている。

関係会社 名鉄トラック運送㈱

25百万円

三陸貨物㈱

110百万円

中国名鉄運送㈱

50百万円

北陸名鉄カーゴサー
ビス㈱

1,394百万円

計 1,579百万円

  

 ４ 下記各社の銀行取引に対し債

務保証をしている。

関係会社 名鉄トラック運送㈱

25百万円

三陸貨物㈱

115百万円

中国名鉄運送㈱

65百万円

北陸名鉄カーゴサー
ビス㈱

1,434百万円

計 1,639百万円

 

─────  ５ 受取手形割引高

232百万円

 ５ 受取手形割引高

127百万円



  

 
  

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

※６ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、満期日に

決済が行われたものとして処理

している。

 なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高から除

かれている。

受取手形 326百万円

※６ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、満期日に

決済が行われたものとして処理

している。

 なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高から除

かれている。

受取手形 16百万円

 

※６ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、満期日に決済が行わ

れたものとして処理している。

 なお、当期末日が金融機関の

休日であったため、次の期末日

満期手形を満期日に決済が行わ

れたものして処理している。

受取手形 1,173百万円



次へ 

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

 

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 370百万円

無形固定資産 11百万円

合計 381百万円
 

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 443百万円

無形固定資産 12百万円

合計 455百万円
 

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 747百万円

無形固定資産 23百万円

合計 770百万円

 

※２ 特別利益のうち主要項目

投資有価証券売却
益

643百万円

 

※２ 特別利益のうち主要項目

投資有価証券売却
益

42百万円

 

※２ 特別利益のうち主要項目

投資有価証券売却
益

747百万円

 

 

 

※３ 特別損失のうち主要項目

固定資産処分損 107百万円

従業員給与手当 457百万円

役員退職慰労金 18百万円

訴訟費用 21百万円

※３ 特別損失のうち主要項目

固定資産処分損 43百万円

役員退職慰労金繰
入額

57百万円

車両事故費 68百万円

関係会社損失引当
金繰入額

33百万円  

※３ 特別損失のうち主要項目

固定資産処分損 162百万円

従業員給与手当 457百万円

関係会社株式
評価損

69百万円

貸倒引当金繰入額 119百万円

───── ※４ 当中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当事

業年度において予定している圧

縮積立金の処理を前提として当

中間会計期間に係る金額を計算

している。

─────



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    6千株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    6 千株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買増しによる減少    0 千株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    15 千株 

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 44 6 ─ 51

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 59 6 0 65

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 44 15 ─ 59



次へ 

(リース取引関係) 

  

 

  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引（借主側）

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額
取得価額 
相当額 

  
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

建物 570 82 487

機械及び 
装置

44 29 15

車両 
運搬具

3,995 1,465 2,529

工具器具 
及び備品

1,717 1,349 367

ソフト 
ウェア

76 19 57

合計 6,405 2,946 3,458

 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引（借主側）

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額
取得価額
相当額 

  
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

建物 551 91 459

機械及び 
装置

30 21 9

車両 
運搬具

4,285 1,676 2,608

工具器具 
及び備品

889 591 298

ソフト 
ウェア

57 29 27

合計 5,814 2,411 3,402

 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引（借主側）

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額
取得価額
相当額 

  
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高 
相当額 

  
(百万円)

建物 551 77 473

機械及び 
装置

30 18 12

車両 
運搬具

4,013 1,428 2,585

工具器具 
及び備品

1,038 664 374

ソフト 
ウェア

57 24 32

合計 5,692 2,213 3,478

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 906百万円

１年超 2,648百万円

計 3,554百万円
  

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 790百万円

１年超 2,716百万円

計 3,506百万円
  

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 790百万円

１年超 2,780百万円

計 3,570百万円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 586百万円

減価償却費相当額 530百万円

支払利息相当額 57百万円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 477百万円

減価償却費相当額 422百万円

支払利息相当額 62百万円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 1,119百万円

減価償却費相当額 1,004百万円

支払利息相当額 118百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

いる。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては利息法によっている。

５ 利息相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

同左

 オペレーティング・リース取引

 （借主側）

  未経過リース料

１年内 330百万円

１年超 3,094百万円

計 3,425百万円

 オペレーティング・リース取引

 （借主側）

  未経過リース料

１年内 334百万円

１年超 2,773百万円

計 3,107百万円

 オペレーティング・リース取引

 （借主側）

  未経過リース料

１年内 339百万円

１年超 2,940百万円

計 3,279百万円



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式

で時価のあるものはない。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

  

(重要な後発事象) 

 前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

平成18年12月22日開催の当社取締役会において、固定資産の取得及びそれに伴う資金調達について決

議している。 

なお、下記固定資産の取得資金として総額113億円の借入を親会社の子会社である㈱名鉄マネジメント

サービスより行うことを併せて決議している。 

（深川支店） 

１ 所在地：東京都江東区扇橋１丁目21番５号 

２ 面積:土地11,143.13㎡、建物7,039.45㎡（延床面積） 

３ 取得価額：5,950百万円 

（淀川支店） 

１ 所在地：大阪市東淀川区豊新2丁目12番29号 

２ 面積:土地 16,811.26㎡、建物10,513.12㎡（延床面積） 

３ 取得価額：5,128百万円 

※ 取得価額は、第三者鑑定評価に基づき決定している。 

  



 当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

当社は、平成19年4月14日開催の取締役会決議に基づき、平成19年10月1日をもって、当社北海道地区

事業および九州地区事業を会社分割し、北海道地区事業は新設会社の北海道名鉄運輸株式会社に、また

九州地区事業は当社の100%子会社である九州名鉄カーゴサービス株式会社に承継し、九州名鉄カーゴサ

ービス株式会社は九州名鉄運輸株式会社に商号変更を実施している。 

当該会社分割の概要は以下のとおりである。 

（１）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業

の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

①結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

[北海道地区] 

（ア） 分割会社 

 
（イ） 承継会社 

 
[九州地区] 

（ア） 分割会社 

 
（イ） 承継会社 

 
②企業結合の法的形式 

[北海道地区] 

当社を分割会社、北海道名鉄運輸株式会社を新設分割承継会社とする新設分割である。 

[九州地区] 

当社を分割会社、九州名鉄運輸株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割である。 

③取引の目的を含む取引の概要 

（ア）会社分割の目的 

当社中期経営計画に基づき、グループ再編の一環として実施するものであり、グループとしての経

営効率向上を図りながら、地域に密着した事業展開により業務拡大を図ることを目的としている。 

（イ）会社分割の効力発生日 

平成19年10月1日 

（ウ）会社分割に際して発行する株式の種類及び数、並びに割当に関する事項 

北海道名鉄運輸株式会社 

設立に際して発行する普通株式200株は、すべて当社に割当交付されました。 

九州名鉄運輸株式会社 

本分割に際して発行する普通株式400株は、すべて当社に割当交付されました。 

商号 名鉄運輸株式会社（当社）

事業内容 貨物自動車運送事業他

商号 北海道名鉄運輸株式会社

事業内容 貨物自動車運送事業他

商号 名鉄運輸株式会社（当社）

事業内容 貨物自動車運送事業他

商号 九州名鉄運輸株式会社

事業内容 貨物自動車運送事業他



前へ   次へ 

（２）実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会平成17年12月27日 企業会計基準第7号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10

号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っている。 

（３）分割した資産及び負債 

 
  

区分 北海道名鉄運輸株式会社 九州名鉄運輸株式会社

分割した資産 526百万円 2,022百万円

分割した負債 ─百万円 444百万円



 前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

平成19年4月14日開催の当社取締役会において、以下のとおり当社北海道地区事業および九州地区事業を

会社分割し、北海道地区事業は新設会社の北海道名鉄運輸株式会社に、また九州地区事業は当社の100％子

会社である九州名鉄カーゴサービス株式会社に承継し、九州名鉄カーゴサービス株式会社は九州名鉄運輸株

式会社に商号変更することを決定しております。 

１．分割の目的 

当社中期経営計画に基づき、グループ再編の一環として実施するものであり、グループとしての経営効率向

上を図りながら、地域に密着した事業展開により業務拡大を図ることを目的としております。 

２．会社分割の要旨 

[北海道地区] 

（１）分割の日程 

 
（２）分割方式 

当社を分割会社とし、当社の北海道地区事業の全部を新設分割設立会社に承継させる新設分割とします。 

（３）株式の割当 

新設分割設立会社は、設立に際して発行する普通株式200株のすべてを、当社に対して割当て交付します。 

（４）新設分割設立会社が承継する権利義務 

分割期日に当社が北海道地区に有する一切の資産、負債及び契約上の地位に基づく権利義務を承継します。

なお、承継対象事業部門に従事する従業員は、新設分割設立会社は雇用契約を承継せず、出向扱いとしま

す。 

（５）債務履行の見通し 

本分割において当社及び新設分割設立会社が負担すべき義務については、履行の見込みに問題はないものと

判断しています。 

（６）新設分割設立会社に新たに就任する役員 

取締役  坂井昌治 服部淳司 奥山茂雄 長谷川靖  

監査役  加藤 武 

分割契約書承認取締役会 平成19年4月14日

分割契約書調印 平成19年4月14日

分割契約書承認株主総会 会社法第784条第3項の規定により開催いたしません。

分割期日（効力発生日） 平成19年10月1日（予定）



［九州地区］ 

（１）分割の日程 

 
（２）分割方式 

当社を分割会社とし、九州名鉄カーゴサービス株式会社を承継会社とする吸収分割とし、九州名鉄カーゴサ

ービス株式会社は九州名鉄運輸株式会社に商号変更します。 

（３）株式の割当 

当社に、九州名鉄カーゴサービス株式会社が本分割に際し発行する普通株式400株すべてを割当てます。 

（４）分割により増加する資本金の額 

本分割により承継会社である九州名鉄カーゴサービス株式会社の資本金は 

20百万円増加します。 

（５）承継会社が承継する権利義務 

分割期日に当社が九州地区に有する一切の資産、負債及び契約上の地位に基づく権利義務を承継します。な

お、承継対象事業部門に従事する従業員は、九州名鉄カーゴサービス株式会社は雇用契約を承継せず、出向

扱いとします。 

（６）債務履行の見通し 

本分割において当社及び九州名鉄カーゴサービス株式会社が負担すべき義務については、履行の見込みに問

題はないものと判断しています。 

（７）承継会社に新たに就任する役員 

本分割に際して新たに就任する取締役及び監査役はありません。 

分割契約書承認取締役会 平成19年4月14日

分割契約書調印 平成19年4月14日

分割契約書承認株主総会 （当社）

会社法第784条第3項の規定により開催いたしません。

（九州名鉄カーゴサービス㈱）

平成19年4月23日

分割期日（効力発生日） 平成19年10月1日（予定）
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３．分割当事会社の概要 

分割会社  （平成18年3月31日現在） 

(１)商号 名鉄運輸株式会社

(２)事業内容 貨物自動車運送事業他

(３)設立年月日 昭和18年6月1日

(４)本店所在地 名古屋市東区葵二丁目12番８号

(５)代表者 代表取締役社長 坂井昌治

(６)資本金 2,065百万円

(７)発行済株式総数 24,402,991株

(８)純資産 9,206百万円

(９)総資産 53,162百万円

(10)決算期 3月31日

(11)従業員数 2,540名

(12)主要取引先 飲料メーカー、家電メーカー、物販・通販会社、官公庁 等

(13)大株主及び持株比率 名古屋鉄道株式会社        47.51%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 4.12%

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3.95%

名鉄運輸従業員持株会 3.79%

名鉄運輸協力会 2.88%

(14)主要取引銀行 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

株式会社みずほコーポレート銀行

中央三井信託銀行株式会社

(15)当事会社の関係 資本関係：新設分割設立会社(北海道名鉄運輸株式会社)および承継会社

(九州名鉄運輸株式会社)は当社の100％子会社です。

人的関係：当社は両社に取締役を派遣しております。また従業員を出向

させております。

取引関係：当社は両社に、受注した業務の一部を委託しております。

(16)最近３決算期間の業績

決算期 16年３月期 17年３月期 18年３月期

売上高（百万円） 70,498 69,168 68,982

営業利益（百万円） 711 45 296

経常利益（百万円） 693 166 609

当期純利益（百万円） 297 △297 341

１株当り当期純利益（円） 12.20 △12.21 14.03

１株当り株主資本（円） 371.00 365.98 377.95



  
北海道地区・新設分割設立会社 （分割後の予定） 

 
九州地区・承継会社 （平成18年3月31日現在）      

(１)商号 北海道名鉄運輸株式会社

(２)事業内容 貨物自動車運送事業他

(３)設立年月日 平成19年10月1日（予定）

(４)本店所在地 北海道札幌市白石区川北2246-3

(５)代表者 代表取締役社長 坂井昌治

(６)資本金 10百万円

(７)発行済株式総数 200株

(８)純資産 548百万円

(９)総資産 548百万円

(10)決算期 3月31日

(11)従業員数 59名

名鉄運輸株式会社札幌支店および旭川営業所の従業員は新設分割設

立会社に出向します。
(12)主要取引先 名鉄運輸株式会社

(13)大株主及び持株比率 名鉄運輸株式会社 100%

(14)主要取引銀行 株式会社北海道銀行

(１)商号 九州名鉄カーゴサービス株式会社

(承継後、九州名鉄運輸株式会社に商号変更)

(２)事業内容 貨物自動車運送事業他

(３)設立年月日 平成12年5 月1 日

(４)本店所在地 福岡県糟屋郡宇美町貴船3丁目7-1

(５)代表者 代表取締役社長 鈴木淳士

(６)資本金 30百万円

(７)発行済株式総数 600株

(８)純資産 40百万円

(９)総資産 114百万円

(10)決算期 3月31日

(11)従業員数 123名

(12)主要取引先 名鉄運輸株式会社

(13)大株主及び持株比率 名鉄運輸株式会社  100%

(14)主要取引銀行 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

(15)最近３決算期間の業績

決算期 16年12月期 17年12月期 18年3月期

売上高（千円） 703,550 746,744 188,280

営業利益（千円） 8,486 9,409 1,013

経常利益（千円） 10,277 12,802 1,152

当期純利益（千円） 6,421 6,429 895

１株当り当期純利益（円） 10,703.66 10,715.45 1,492.44

１株当り純資産（円） 72,736.01 71,451.46 66,944.91



前へ 

４．分割する事業部門の内容 

［北海道地区］ 

（１）北海道地区事業の内容 

次の支店、営業所、センター等のすべての事業を対象とします。 

 
（２）北海道地区事業の18年3月期における経営成績 

 
（２）承継させる資産、負債の項目及び金額（分割時見込み） 

 
[九州地区] 

（１）九州地区事業の内容 

 
（２）九州地区事業の18年3月期における経営成績 

 
（３）承継させる資産、負債の項目及び金額(分割時見込み) 

 
５．分割後の当社の状況 

商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金等に関し、本分割による変更はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はない。 

○札幌支店 札幌市白石区川北2246-3

○札幌引越センター 同上

○旭川営業所 旭川市台場1条3丁目5-1 

北海道地区（ａ） 当社実績（ｂ） 比率（ａ／ｂ）

売上高  911百万円 68,982百万円 1.32%

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 ─
負債 ─

固定資産 548百万円

合計 548百万円 合計 ─

○福岡支店、福岡区域事業所、福岡引越

センター、福岡工場
福岡県糟屋郡宇美町貴船3丁目7-1

○小倉支店、小倉引越センター 北九州市小倉北区西港町86-3

○九州倉庫営業所 福岡県糟屋郡篠栗町和田東浦567

○中九州営業所 鳥栖市高田町字亀ノ甲191
○熊本支店 熊本市小山3丁目2-38
○熊本引越センター 熊本市小山町長嶺境475
○大分支店、大分区域事業所 大分市大字三佐字古新田1267

○鹿児島支店、鹿児島引越センター 鹿児島市南栄4丁目11-1

九州地区（ａ） 当社実績（ｂ） 比率（ａ／ｂ）

売上高 2,048百万円 68,982百万円 3.49%

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 ─
負債 ─

固定資産 2,001百万円

合計 2,001百万円 合計 ─



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

 
  

臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第７号（吸収分割）及び第７号の２（新

設分割）の規定に基づく臨時報告書

平成19年６月25日 
東海財務局長に提出

有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第74期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月26日 
東海財務局長に提出。

有価証券報告書の 
訂正報告書

事業年度 
(第74期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年10月３日 
東海財務局長に提出。



該当事項はない。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月22日

名鉄運輸株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている名鉄運輸株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、名鉄運輸株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成18年12月22日開催の取締役会において、固定資産の取得及

びそれに伴う資金調達について決議している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  岡  野  英  生  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  田  中  智  司  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月20日

名鉄運輸株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている名鉄運輸株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の中間連結

会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借

対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、名鉄運輸株式会社及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  

追記情報 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（３）（ニ）に記載のとおり、会社及び一部

の連結子会社の役員退職慰労金は、従来支出時の費用として処理していたが、当中間連結会計期間より、内

規に基づく当中間連結会計期間末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  岡  野  英  生  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  田  中  智  司  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月22日

名鉄運輸株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている名鉄運輸株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第74期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、名鉄運輸株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成18年12月22日開催の取締役会において、固定資産の取得及

びそれに伴う資金調達について決議している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  岡  野  英  生  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  田  中  智  司  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月20日

名鉄運輸株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている名鉄運輸株式会社の平成19年4月１日から平成20年3月31日までの第75期事業年度の中間会

計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、名鉄運輸株式会社の平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 
  

追記情報 

（１）「中間財務諸表作成の基本となる重要な事項」（３）（ニ）に記載のとおり、会社の役員退職慰労金

は、従来支出時の費用として処理していたが、当中間会計期間より、内規に基づく中間会計期間末要支

給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。 

（２）「重要な後発事象」に記載のとおり、会社は、平成19年10月1日をもって、北海道地区事業および九

州地区事業を会社分割し、北海道地区事業は新設会社の北海道名鉄運輸株式会社に、また九州地区事業

は100％子会社である九州名鉄運輸株式会社（旧商号九州名鉄カーゴサービス株式会社）に承継してい

る。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  岡  野  英  生  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  田  中  智  司  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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